
寝屋川市健康増進計画（２次）
について
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次期計画策定の方針

国の健康づくり運動プラン（３次）の策定時期が12年となっており、６
年で中間評価が行われる予定です。市の計画は本来５年計画ですが、６年
計画とし、次期計画のみ７年計画（１年延長）とすることにより、国や大
阪府の方針等を踏まえた評価や次々期計画の検討がスムーズになります。

2024年度から2030年度の７年計画とします

開始年度にベースライン調査を行います

次期計画開始年度である2024年度に市民アンケート調査を実施し、
ベースラインデータとします。目標値は現計画評価時のデータ等をも
とに設定しますが、ベースライン調査を行うことにより、直近データ
と比較して目標達成のための取り組みの成果を適切に評価します。
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寝屋川市健康増進計画期間(案）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

H３０ R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８ R１９ R２０

医療費適正化
計画

医療計画

介護保険事業
支援計画

★国勢大規模
調査
(翌年秋に速報
公表）

★ ★ ★ ★ ★
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寝屋川市
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◎
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定

◎
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インデー
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計画策
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2013～2022（10年計画）

１年延長～2023

2024～2029

2024～2029

2024～2026

2030～2035

2030～2035

2027～2029 2030～2032 2033～2035

2018～2023（６年計画）

2024～2035（12年計画） 2029中間評価

2024～2029（６年計画）期間未定

2018～2022（５年計画）

１年延長～2023
2024～2030（7年計画） 2031～2036（6年計画）

2030～2035（６年計画）期間未定

第一次国民健康づくり対策 1978～1987

第二次国民健康づくり対策 1988～

健康日本21（第一次） 2000～

健康日本21（第二次） 2013～



今後の予定

•令和５年５～８月 地域保健審議会にて計画素案を審議

•令和５年９～10月 パブリックコメント実施

•令和５年12月 計画完成

•令和６年４月 寝屋川市健康増進計画（２次）公表
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